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■概要

名称
独立行政法人 都市再生機構

（愛称 UR都市機構）

本社所在地 横浜市

資本金 10,757億円

設立根拠法 独立行政法人都市再生機構法

主務省 国土交通省

職員数 ３,２０２人（常勤職員数）

■沿革

※平成31年4月1日現在

大都市周辺のニュータウン開発

地方圏でのニュータウン・工業団地開発

大都市圏の住宅供給

ＵＲ都市機構の概要・沿革

本社（横浜ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ）
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ＵＲ都市機構の概要・沿革

ＵＲは、半世紀以上にわたって培ってきたまちづくりや復興支援の経験を活かし、

地方公共団体・民間事業者と協力して復興まちづくりに取り組んでいます。

ＵＲは、半世紀以上にわたって培ってきたまちづくりや復興支援の経験を活かし、

地方公共団体・民間事業者と協力して復興まちづくりに取り組んでいます。

賃貸住宅

民間事業者や地方公共団体と協力し、都市再生を推進

都市の国際競争力強化のためのプロジェクト推進

地方都市等におけるコンパクトシティの実現

密集市街地における防災性の向上

災害復興

賃貸住宅を適切に維持管理し、豊かな生活空間を提供

約74万戸の居住者の方との信頼関係を大切にした維持管理

都心居住の推進、高齢者の居住の安定確保、子育て環境の整備等

都市再生

被災地の復興や都市の防災機能強化を支援

阪神・淡路大震災（平7）、新潟県中越沖地震（平19）等において、

復旧支援・復興まちづくり支援（区画整理等）を実施

災害に強いまちづくりの推進

大島六丁目団地（東京都） 無印良品との団地リノベ
ーションプロジェクト

復旧後のえんま通り（新潟県柏崎市）

大手町地区（東京都千代田区） 京島三丁目地区
（東京都墨田区）
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＜平常時の取組事例＞
○支援メニュー
・被災建築物応急危険度判定コーディネート（実施本部運営）講演

・応急仮設住宅建設支援に係る講演

○関係機関との連携
・国土交通省各地方整備局等との連携

・地方公共団体等との勉強会

○ 平成３０年４月に「災害対応支援室」を新設し、災害対応に係る体制を強化
○ 令和元年７月１日付で災害対策基本法上の指定公共機関に指定され、より積極的な被災自治体支援へ

熊本地震（Ｈ28）において、被災建築物応急危険度判定の実施本部の運営サポートを実施
した経験を基に、実施本部での発生しやすいトラブルや運営の工夫についてマニュアル化し、判定
士の受け入れサイドとなる自治体の準備まで丁寧に説明

東日本大震災（Ｈ23）や熊本地震（Ｈ28）、平成30年7月豪雨等において、応急仮設住
宅建設を支援した経験を基に、仕様の検討から用地選定調査、配置計画・設計支援、検査
（地縄から完了まで）、工程管理等まで、様々なフェーズでの留意事項等について説明

危険度判定士コーディネート講習

自治体が抱える防災等に関する課題について、URの持つ経験・ノウハウや、関係機関等の知見を
活用し、課題の解決に向け一緒に考えていく勉強会を設置
（設置事例）
超高層マンションを有する行政と、大規模震災時の防災拠点利用に向けた超高層建物の健
全性に関する勉強会を設置（Ｈ31.4～）
※学識者や民間企業などが参加

応急仮設住宅建設支援の様子

各地方整備局等の防災統括官等や防災室等と、大規模災害発生時だけでなく平常時からの連
携について検討を開始

地整局等との打ち合わせの様子
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ＵＲの災害対応支援について＜平時の取り組み＞



東日本大震災（H23.3.11）
・応急仮設住宅建設支援要員の派遣 １８１名
・応急仮設住宅用地の提供 約８ha
・被災宅地危険度判定に係る派遣 ３名
・被災者の方へのＵＲ賃貸住宅の貸与 ９７０戸

平成30年７月豪雨（H30.7.8頃）
・国土交通省住宅局リエゾンチームとして派遣（広島県） ８名
・応急仮設住宅に係る派遣（岡山県・広島県） ７名
・被災者向けUR賃貸住宅の貸与 ４戸

平成30年北海道胆振東部地震（H30.9.6）
・被災宅地に関する技術的支援派遣 ２名
・被災者向けUR賃貸住宅の貸与 ２戸

平成28年熊本地震（H28.4.14（前震）、H28.4.16（本震））
・被災宅地危険度判定に係る派遣 コーディネート支援 １６名
・被災建築物応急危険度判定に係る派遣
コーディネート支援 １７名 応急危険度判定士 １０名

・応急仮設住宅に係る派遣（コミュニティ形成支援含む） ３５名
・液状化・滑動崩落に関する技術支援に係る派遣 ３名

発災時の被災自治体支援メニュー

・UR賃貸住宅の提供
・応急仮設住宅用地の提供
・復旧工事発注者支援

・危険度判定（建物・宅地）支援
・応急仮設住宅建設支援
・被害認定支援

○人的支援 ○その他支援

令和元年台風１９号（R1.10.12頃）
・国土交通省住宅局リエゾンチームとして派遣（長野県） ４名
・被害認定調査に係る派遣（長野市） ２名
・被災者向けUR賃貸住宅の貸与 ２４戸

判定士コーディネーター
（熊本地震）

被災宅地に関する技術的支援
（北海道胆振東部地震）

仮設住宅建設用地の提供
（東日本大震災）

応急仮設住宅検査
（平成30年7月豪雨）

被害認定調査支援
（令和元年台風１９号）

国交省住宅局リエゾン支援
（令和元年台風１９号）
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ＵＲの災害対応支援について＜復旧支援＞



これまでの主なＵＲの災害復興支援
① 阪神・淡路大震災（平成7年1月） ○災害復興住宅の建設 約18,600戸

○市街地再開発事業 １4地区 約30ha

○土地区画整理事業 4地区 約119ha

② 福岡県西方沖地震（平成17年3月） ○復興まちづくり計画の作成支援等

③ 新潟県中越沖地震（平成19年7月） ○復興公営住宅の計画設計 170戸

○柏崎駅周辺地区再生計画の作成支援

○柏崎駅前土地区画整理事業 約11ha

④ 東日本大震災（平成23年3月） －後程 紹介－

⑤ 平成28年熊本地震（平成28年4月） ○災害公営住宅の建設 約460戸
○県施行益城中央復興土地区画整理事

業の推進支援

⑥ 平成28年台風10号（平成28年8月） 〇岩泉町に副町長を派遣
〇復興まちづくり計画の策定支援

⑦ 糸魚川市駅北大火（平成28年12月） 〇市に復興担当職員を派遣（3名）
〇土地区画整理事業の推進支援等
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2 復興計画策定支援
（H23.4～）

岩手県 ・ 宮城県 ・ 福島県下被災市町村における復興計画策定等の技術支援に

職員を派遣。（１県・18市町村に、延べ67名を派遣）

復旧支援

（H23.3～）
1

①被災者の方へのＵＲ賃貸住宅の提供 （延べ970戸）

②応急仮設住宅建設用地の提供 （２地区で事業用地約８haを提供）

③応急仮設住宅建設支援要員の派遣 （延べ１８１名を派遣）

④被災宅地危険度判定士の派遣 （３名を派遣）

3

・22の被災自治体と復興まちづくりを協力して推進するための覚書、協定等を締結

・被災自治体からの委託又は要請を受けた地区について支援

① 復興市街地整備事業（22地区）

② 災害公営住宅の整備（86地区）

復興まちづくり支援

（津波被災地）

（H24.1～）

東日本大震災におけるＵＲの震災復興支援の取組み
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4

・3の被災自治体と復興まちづくりを協力して推進するための覚書、協定等を締結

・被災自治体からの委託又は要請を受けた地区について支援

① 一団地の復興再生拠点市街地形成施設事業の整備

② 庁舎等建物発注者支援

③ 各種まちづくり構想・計画策定

復興まちづくり支援

（原発被災地）

（H26.3～）
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東日本大震災復興支援体制

※東松島、宮古、大槌、石巻、いわき復興支援事務所は
支援完了に伴い閉所
※浪江、双葉、大熊復興支援事務所は当面の間、いわき

市内に設置

Ｈ28.4

Ｈ29.4

Ｈ30.4

Ｈ31.4

Ｈ26.4

Ｈ25.4
現地復興支援
事務所を設置303名

Ｈ23.3

Ｈ23.4
17名

岩手県下への
派遣開始

0
Ｈ23.11

59名
福島県下へ
の派遣開始

0

Ｈ24.4

172名
現地に専任

チームを配置

0
Ｈ23.7

37名
宮城県下への

派遣開始

東日本大震災発生

400名
２本部体制に

組織改編

397名

446名
事業のピーク
にあわせて
体制を強化

294名
事業の進捗
にあわせて
体制を確保

243名

福島の原子力災害
被災地域支援に係る

体制を強化

３本部体制に
組織改編



１ 復興市街地整備 （15市町26地区1,441haについて受託（うち津波被災地22地区1,314ha））

２ 災害公営住宅の建設及び譲渡 （市町村実施分、原発避難者向け5,932戸をＵＲが建設）

３ コーディネート業務

○「東日本大震災復興特別区域法」又は

「福島復興再生特別措置法」に基づき

被災市町村からの委託により、ＵＲが土地区

画整理事業、防災集団移転促進事業等を実施。

○中心市街地の面整備事業をフルパッケージで

事業受託（計画・換地・補償・工事・調整）

○地方公共団体が用地選定、建設戸数及び事業期間等を

定め、ＵＲに建設を要請（機構法に基づく法定要請）

○ＵＲは災害公営住宅を建設し、地方公共団体に譲渡

○完成後の一括譲渡で、地方公共団体の事務負担が軽減

○復興総合支援業務受託（野田村：村施行区画整理事業を支援（完了済））

○市街地再開発事業の施行受託（須賀川市）

○被災市町村発注の複数工事を大括り化し、被災市町村から発注支援業務をＵＲが受
託（大槌町・石巻市・気仙沼市）

女川町

大槌町大ケ口

11

復興まちづくり支援メニュー



復興事業全体に占めるＵＲの支援地区数等

■津波被災地における復興市街地整備
大規模地区を中心に22地区で事業受託
被災地の土地区画整理事業の約６割を支援

Ⅰ 復興市街地整備

市町村
767ha

（41％、40地区）

UR
1,123ha

（59％、25地区)

①土地区画整理事業 全体 1,890ha（65地区）

市町村
約10,000戸

（79％）

UR
約2,600戸

（21％）

②防災集団移転促進事業 全体 約12,600戸

市町村
182ha

（63％、14地区）

UR
107ha

（37％、10地区）

③津波復興拠点整備事業 全体 289ha（24地区）

市町村
183地区
（91％）

④漁業集落防災機能強化事業 全体 200地区

UR
17地区
（9％）

※防集事業の住宅団地内に整備される災害公営住宅戸数を含む

■災害公営住宅整備
岩手・宮城の市町村整備分の約４割、
福島の原発避難者向け等5,932戸を整備予定

※R1.5.24復興庁公表「住まいの復興工程表」（平成31年3月末現在）、各県HP及
びUR調べをもとに作成

Ⅱ 災害公営住宅

県 約2,850戸
市町村 約3,000戸

うちUR 1,098戸

② 宮城県 県市町村合計 約15,800戸

① 岩手県 県市町村合計 約5,850戸

（建設主体：受託等を含む）

③ 福島県 県市町村合計 約8,120戸

うちＵＲ52戸

県
約2,200

戸

仙台市
約3,200

戸

市町村 約10,400戸

うちUR 3,926戸

うちＵＲ99戸

県等 約4,890戸
（原発避難者向け）

市町村 約3,230戸
（地震・津波被災者向け

+ 帰還者向け)
うちUR 757戸
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13※ 宅地引渡完了後も手続き等により受託期間が継続する場合あり

計画策定 宅地整備工事 工事着手 宅地引渡開始 宅地引渡完了

復興市街地整備事業の進捗状況（Ｒ元.10.1現在）

・津波被災地

県 市町 地区名 事業手法 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

田老 区画、防集

鍬ヶ崎・光岸地区画

大沢 区画、漁集

織笠 区画、防集

山田 区画、津波拠点、防集

大槌町 町方 区画、津波拠点、防集

片岸 区画

鵜住居 区画、津波拠点

花露辺 防集、漁集

大船渡市 大船渡駅周辺 区画、津波拠点

今泉 区画

高田 区画、津波拠点

鹿折 区画

南気仙沼 区画

南三陸町 志津川 区画、津波拠点、防集

中心部 区画、津波拠点、漁港

離半島部 防集、漁集

石巻市 新門脇 区画

野蒜北部丘陵 区画、津波拠点

東矢本駅北 区画、津波拠点

薄磯 区画

豊間 区画

工事着手 ６地区 １６地区

宅地引渡開始 １地区 ６地区 １１地区 ４地区

宅地引渡完了 １地区 １地区 ４地区 ２地区 ８地区 ４地区 ２地区

・原子力災害被災地

市町 地区名 事業手法
計画
面積

受託期間
※1

（年度）
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

大熊町 大川原 福島復興拠点 18ha H26～H31

中野 福島復興拠点 50ha H29～H32(予定)

双葉駅西側第
一

福島復興拠点 11ha H30～H33(予定)

浪江町 棚塩 産業団地 49ha H29～H32(予定)

（合計） 4地区 計画面積 128ha
工事着手２地
区、宅地引渡
開始 1地区

工事着手１地
区、宅地引渡
開始２地区

工事着手１地
区、宅地引渡

完了1地区

宅地引渡完了
２地区

22地区
計画面積
約1,300ha

いわき市

（合計）

岩
手
県

宮古市

山田町

釜石市

陸前高田市

進捗状況（予定）

36ha

112ha

186ha

42ha

33ha

56ha

40ha

23ha

60ha

2ha

計画
面積

44ha

24ha

19ha

14ha

双葉町

進捗
状況

宮
城
県

気仙沼市

女川町

東松島市
28ha

37ha

56ha

109ha

222ha

55ha

24ha

93ha

福
島
県

福
島
県
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（R元.11.1時点）市町 建設地区・戸数

岩手県 １地区 99戸

山田町 6地区 208戸

大槌町 8地区 243戸

釜石市 3地区 151戸

大船渡市 14地区 227戸

陸前高田市 6地区 269戸

岩手県 計 38地区 1,197戸

気仙沼市 5地区 1,033戸

南三陸町 5地区 432戸

女川町 6地区 561戸

石巻市 9地区 436戸

東松島市 2地区 477戸

塩竈市 8地区 355戸

多賀城市 4地区 532戸

名取市 2地区 100戸

宮城県 計 41地区 3,926戸

福島県 5地区 732戸

新地町 1地区 30戸

桑折町 1地区 47戸

福島県 計 7地区 809戸

全 体 86地区 5,932戸

〇 平成29年度中に1,270戸の完成・引渡しを行い、平成27年度までに要請を受けた5,833戸の完成・引渡しが完了

〇 平成29年度に岩手県から内陸避難者向け災害公営住宅の建設要請を受諾

災害公営住宅の進捗状況（R元.11.1現在）

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

令和元11.1

平成30年度末

平成29年度末

平成28年度末

平成27年度末

平成26年度末

完成済

建設中

調査・設計中

（※）建設工事受注者が決定

23地区
1,136戸

51地区
2,378戸

75地区
4,563戸

85地区
5,833戸

（※）3,032戸 765戸

3,176戸 279戸

1,270戸

（戸）

99戸

118戸
85地区
5,833戸

99戸

85地区
5,833戸



○３町から事業を受託し、復興拠点整備事業を推進（計4地区・約127ha）
○併せて、公益施設整備の発注者支援、復興計画の策定、地域再生に係る施策検討など、ハードとソフト両面
の支援を実施

【大野駅周辺・下野上地区】
○一団地事業に係る計画策定支援（基本設計、測量、土質調査）

○住宅地基本構想検討 等

【大川原地区】
○一団地の復興再生拠点市街地形成施設事業の受託
○町役場新庁舎の発注者支援
○交流施設、医療福祉施設等の発注者支援
○公営住宅・福島再生賃貸住宅の基本計画策定支援

【全体】 復興計画改訂、福祉のまちづくり構想策定 等

大熊町支援内容

【中野地区】
○一団地の復興再生拠点市街地形成施設事業の受託
○産業交流センター整備に係る発注者支援

【双葉駅西側地区】
○一団地の復興再生拠点市街地形成施設事業の受託
○住宅地基本構想検討

双葉町支援内容

【棚塩地区】
○産業団地整備事業の受託

【中心市街地】
○中心市街地再生に係る検討支援

【南産業団地】
○基盤整備に係る発注者支援業務を受託

浪江町支援内容

20km

国道６号
ＪＲ常磐線

常磐自動車道

浪江ＩＣ

（仮）双葉ＩＣ

常磐富岡ＩＣ

ならはｽﾏｰﾄＩＣ
竜田駅

富岡駅

浪江駅

小高駅

双葉町

大熊町

浪江町

福島第一
原子力発電所

桃内駅

夜ノ森駅
富岡町

楢葉町

南相馬市

©INCREMENT P CORPORATION

ＪＲ常磐線不通区間：
令和元年度末までに全線が

運転再開される見通し

大熊ＩＣ

双葉駅

大野駅
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福島原子力災害被災地域 復興まちづくり支援の状況（平31.4.1現在）



２．大船渡駅周辺地区に係る取り組み
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青森県

岩手県

秋田県

宮城県山形県

福島県

大船渡駅周辺地区

湾口防波堤

大船渡湾

大船渡市及び大船渡駅周辺地区の位置

17



明治三陸地震津波（Ｍ29.6.15）
↓（37年後)
昭和三陸地震津波（Ｓ 8.3. 3）
↓（27年後)
チリ地震津波 （Ｓ35.5.24）
↓（51年後)
東日本大震災津波（Ｈ23.3.11）

生きている間に一度は発生する頻度の津波被害を受けてきた
津波常襲地帯。今次津波被害は「低頻度大規模災害」。

１０００年に一度の大
津波
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大船渡市と津波の歴史



○住宅や商店、飲食店が密集する大船渡市の中心市街地
○「みなとまち」として水産加工場や倉庫等立地する産業拠点

19

大船渡駅周辺地区の被災前の状況



被害状況（市内全体）
・震度６弱
・人的被害 死者340人、行方不明者79人
・建物被害 5,592世帯

教訓：災害には上限がない

問題：最大クラスの津波に
どう備えるか

対応：防御施設の限界を前提
被害の最小化を主眼に

津波防災のまちづくりを
考える
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被災直後の大船渡駅周辺地区
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①

②

①

②

被災直後の大船渡駅周辺地区
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平成23年10月 大船渡市復興計画策定
平成24年7月 大船渡市･ＵＲ都市機構「復興整備事業等の推進に関する協力協定」締結
平成24年8月 個別面談会の実施（土地利用アンケート）
平成24年10月 都市計画決定（土地区画整理事業区域）
平成25年 5月 都市計画決定（土地区画整理事業区域変更、

津波復興拠点整備事業区域(2.3ha)）
平成25年 7月 津波復興拠点整備事業認可
平成25年 8月 土地区画整理事業認可
平成25年8月 換地意向確認等に係る」個別面談会の実施（申出換地等）
平成25年10月 大船渡駅周辺地区安全祈願祭（工事着手）
平成26年2月 仮換地案の個別説明
平成26年 5月 都市計画変更（津波復興拠点区域拡大(10.3ha)）
平成26年 6月 第1回仮換地指定
平成26年 6月 事業計画変更認可（津波復興拠点整備事業）
平成26年 8月 事業計画変更認可（土地区画整理事業）
平成27年 7月 事業計画第２回変更認可(土地区画整理事業)
平成28年 3月 事業計画第２回変更認可(津波復興拠点整備事業)
平成28年～30年 事業計画第３回～第６回変更（土地区画整理事業）
平成31年 4月 土地区画整理事業竣工式
令和元年11月 換地処分公告

今後の予定

令和2年3月 登記完了・清算完了

主な経緯
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大船渡市復興計画 土地利用方針図（抜粋）



復興まちづくりの基本的な考え
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〔事業目的〕
東日本大震災津波により壊滅的な被害を受けた大船渡駅周辺地区に

おいて、被災市街地復興土地区画整理事業を実施することにより地盤
の嵩上げを行い、安全な市街地形成を図るとともに、道路・河川・公
園等の公共施設の再整備と商業の復興を図ることを目的とする。

〔事業名称・施行者〕
名 称 ： 大船渡都市計画事業大船渡駅周辺地区土地区画整理事業
施行者 ： 大船渡市

〔地区面積・地権者数、計画人口〕
地区面積：約33.8ha
地権者数：530人(当初認可時の土地所有者)
計画人口：730人

〔事業期間〕
H25.8.20（決定公告日）～R3.3.31（清算期間1年含む）
※工事はH31.3末完了

土地区画整理事業の概要
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〔土地利用計画〕

〔減歩率〕 １０．７５％（減歩率）

〔資金計画〕

種 目
施行前 施行後

備考
地積(㎡) 割合(％) 地積(㎡) 割合(％)

公

共

用

地

道 路 ７８，０８６ ２３ ８４，７５２ ２５

河川・水路 ６，８３８ ２ １６，７０５ ５

公園・緑地 １，７２０ １ ２０，７１４ ６

そ の 他 ９，４８７ ２ ― ― 緊急防災空地整備事業買収地

計 ９６，１６１ ２８ １２２，１７３ ３６

宅 地(更生後) ２４１，９６６ ７２ ２１５，９５５ ６４

合 計 ３３８，１２９ １００ ３３８，１２９ １００

収 入 金 額 備 考 支 出 金 額 備 考

復 興 交 付 金 約191億円
公共施設整備費

約 69億円 道路・水路・緑地等の工事費

公共施設管理者負担金 約 6億円 須崎川・国道45号 約 72億円 移転・移設費

市 単 独 費 約 3億円 整 地 費 約 39億円 宅地の造成費等

工 事 雑 費 約 1億円 仮設道路、維持補修等

調査設計費・事務費 約 19億円 調査設計費、事務費

合 計 約200億円 合 計 約200億円

土地区画整理事業の概要



平成31年４月撮影

現在の大船渡駅周辺地区
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①

②

①

②

現在の大船渡駅周辺地区



３．事前防災の取り組み
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２．ＵＲが取組む事前防災（津波防災まちづくり）の事例
１． 災害時の避難所にもなる施設の

高台移転

４． 個別市町の計画策定支援

美浜町において防災会議専門委員会の
委員としてアドバイスを実施

美波町において防災公園整備・こども園の
高台移転に係る支援を実施

※美波町提供資料

３． 県が作成する手引きの策定支援

和歌山県において「復興計画事前策定
の手引き」策定に係る支援を実施

２． 地方公共団体への支援強化のための
技術的指針を策定

「津波に強いまちづくりの検討に係る手引
き（H25.9）」の策定

１．第４期中期目標（抜粋）

『東日本大震災における復旧・復興支援等でこれまで培ってきた経験・実績を
活かし、南海トラフ地震対策等の事前防災に向けた取組を推進する』

事前防災の取り組み
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